
プを支援する場とする。 

 ③ 地域に密着した運営：市町村が設置し、地元のＮＰＯ法人、民間企業団体等に運

営委託。 

（先行事例） 

 東京都多摩市「子育て支援人材育成研修」等 

（期間後の取扱い） 

（関係省庁担当者連絡先） 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 課長補佐 山口正行 / 係長 進士順和

 電話番号：03-3595-3274 / ファックス：03-3502-6763 

 E-mail：yamaguchi-masayuki@mhlw.go.jp / shinji-yoshikazu@mhlw.go.jp 
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